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平成２４年度 管理建築士講習 

受 講 要 領 

登録講習機関                          

特定非営利活動法人 埼玉土建建築支援センター   

 

平成 20年 11月 28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士となるには、建築士と

して 3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講

習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされました（法二十四条第２項）。 

 

1．講習案内 

1－1．受講手数料（テキスト代含む） 

 12,000円（消費税込み） 

(1)一旦納付された受講手数料は、当センターの責により講習を受けることができなかった場合を除き、返還され

ません。 

(2)受講資格審査の結果、受講資格なしと判定された方については、受講手数料を返還します。 

(3)講習テキストは講習日当日に会場で配布します。 

1－2．講習地及び講習日 

(1)希望する講習日を実施予定一覧の中から選択して記入してください。 

(2)講習の受付は申込受付順とします。定員 100名になり次第、締め切りとなります。 

1－3．講習の構成 

(1)講習は 1 日で実施し、テキストを使用した講義と修了考査の構成となります。なお、講義と修了考査を別々の

日に受けることはできません。 

(2)受講すべき講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることができません。 

(3)受付は午前９時から９時３０分までです。受付時間を越える遅刻者は受講できません。 

(4)講習は下記の内容で行います。講習開始時刻は、午前９時３０分です。 

■ 講習の時間割 

項   目 内            容 時    間 

受講説明 講習概要の説明、注意事項の説明 10分 

講   義 
建築士法その他の関係法令に関する科目 90分 

建築物の品質確保に関する科目 210分 

修了考査 

（テキスト参照可） 

建築士法その他の関係法令に関する問題 

建築物の品質確保に関する問題 

30問、正誤方式 

60分 

1－4．修了者の発表 

(1)修了者の発表は、各講習実施月の翌月末を予定しています。 

(2)修了者については、「修了証」の交付をもって修了の通知を行います。その際、修了できなかった方にもその

旨通知します。 

(3)修了者の受講番号を記載した修了者一覧表の公表は、当センターホームページに掲載します。 

 

 

2．受講資格 

2－1．受講資格 

建築士として 3年以上、次の業務に従事した者であること。 

(1)建築物の設計に関する業務 
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(2)建築物の工事監理に関する業務 

(3)建築工事契約に関する事務に関する業務 

(4)建築工事の指導監督に関する業務 

(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 

(6)建築物の建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理に関する業務 

※建物の施工管理（施工図の作成や安全管理等）は設計に関する業務としては認められません。 

2－2．業務経験年数の計算 

(1)業務経験年数は、建築士免許証又は建築士免許証明書の登録日から受講申込み日までを、業務期間と

して算入できます。 

(2)業務期間には、長期の療養や行政処分等により業務を行っていなかった期間は算入できません。 

(3)業務期間には、同一時期に複数の業務を行っていた重複期間は重複して算入できません。 

3．受講申込み 

3－1．受講申込みに必要な書類 

(1) 受講申込書 

当センター仕様の用紙を使って下さい。当センターのホームページからダウンロードできますのでご利用

下さい。 

(2)写真 2枚 

無帽・無背景・正面上 3分身を写した証明写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）で、受講申込み締切日を起算日として

6 ヶ月以内に撮影したもの。 

写真の裏面に氏名を記入し、受講申込書の所定の欄に貼付してください。 

(3)振替払込受付証明書 

①ゆうちょ銀行からの振り込み 

当センター仕様の振込用紙か、ゆうちょ銀行（郵便局）備付けの振込用紙を使用し、個人別にゆうちょ銀行

又は郵便局に納付し、その際発行される「振替払込受付証明書（お客さま用）」を受講申込書の所定の欄に

貼付してください。 

金融機関  ゆうちょ銀行 

加入者名  特定非営利活動法人 埼玉土建建築支援センター 

口座記号番号  ００１９０－６－４６６５７６ 

 

  ②ネットバンキングや「ゆうちょ」以外の金融機関からの振り込み 

金融機関名  ゆうちょ銀行 

支店名  〇一九（支店名欄に「０１９」と入力） 

加入者名  特定非営利活動法人 埼玉土建建築支援センター 

振込・振替先科目  当座 

口座番号  ０４６６５７６ 

 

(4)建築士免許証の写し（縮小等により B５版にして貼付してください。） 

①受講申込み日を起算日として、建築士免許登録日が 3 年以上前である建築士免許証等の写しを貼付して

ください。 

②建築士免許証等を紛失等の理由で再交付手続き期間中の場合は、免許証再交付申請書の写し又は、二

級・木造建築士の場合は登録証明書等でも可とします。 

(5)業務経歴証明書 

①建築士として従事した 3年以上の業務経験を記入してください。 

②業務経歴証明書は、下記の第三者による証明が必要となります。 

イ． 本人が建築士事務所に所属している場合は、当該建築士事務所の管理建築士。 

ロ． 個人事務所などの場合で、上記による証明が取得できない場合は、事務所外の建築士。 

 

3－2．受講申込 

 (１)受講申込みに関する注意事項 

①受講手数料の振込みをしたにもかかわらず、受講申込者数が定員に達したために受講申込みができなか

った場合は、講習受講日を次回の講習に変更します。変更後の受講日に都合が合わない場合には受講

料をお返しします。この場合には銀行振込により返金しますので口座番号などをお知らせ下さい。 

②受講申込書等における記載内容の不備なものや必要書類のそろっていないものは受付できません。 
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③婚姻等の理由で、証明書等の氏名が受講申込書に記載した氏名と異なる場合には、戸籍抄本又は謄

本等（個人事項証明書又は全部事項証明書でも可。）氏名の変更が確認できる書類を受講申込書に

貼付してください。 

④受講資格について必要な書類の提出を求められた場合には、速やかに提出してください。指定された期限

までに提出されない場合は、受講資格が確認できなかったものとして、講習を受講することができない場合

があります。 

⑤受講申込みにより提出した書類については、受講資格なしと判定された場合を除き返還しません。 

3－3．受講票の発行 

(1)受講票は、受講日の一週間前を目安に送付します。 

(2) 受講票は、再受講の際に提出することにより、受講資格を証明する書類の提出を省略できます。 

 

4．受講申込書の記入について 

(1)受講申込書 

・年月日 受講申込書の申込年月日を記入してください。 

・氏名（自署） 申込者本人が必ず署名してください。戸籍上の氏名を記入し、フリガナをカタカナで記入してください。 

・生年月日 年号に○印を付け、生年月日を記入してください。 

・年齢 受講申込み締切日における満年齢を記入してください。 

・現住所 
受講票、通知書等の宛名となりますので、番地まで正確に記入してください。アパート等の場合は、名

称、棟、室番号まで忘れずに記入してください。 

・電話番号 書類不備等の連絡がとれる自宅及び携帯等の電話番号を記入してください。 

・所属建築士事務所 ××建設(株)○○支店△△課のように、ご本人の所属しているところを正確に記入してください。 

・事務所所在地 番地まで正確に記入してください。 

・事務所電話番号 平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。 

・管理建築士の有無 受講者が管理建築士として登録されているかどうかで○印を付けてください。 

・建築士資格 

取得している資格で最も上位の資格に○印をつけ、建築士免許証等の登録番号、登録年月日を記入

してください。 

二級及び木造建築士の方は登録都道府県名を記入してください。なお、北海道の方は登録支庁名

を、兵庫県の方は登録機関名を登録番号の他に忘れずに記入してください。 

・写真欄 
受講申込み締切日を起算日として 6ヶ月以内に撮影した写真を貼付し、撮影年月を記入してください。

また、写真の裏面には、氏名を記入してください。 

(2)業務経歴証明欄 

・業務経歴は最近のものから休業期間や業務の重複期間を除き、3 年以上（36 ヶ月）となるよう記入してくださ

い。 

・業務経歴には貼付されている建築士免許証等の登録日以前の業務は記入できません。 

・業務経歴を証明する第三者は、建築士免許を持つ本人以外の人である必要があります。 

(3)受講票 

・受講時に必要になります。氏名、性別、生年月日について、受講申込書本票と同様、正確に記入してください。

また、写真欄には忘れずに顔写真を貼付してください。 

(4)受講手数料払込用紙 

・当センター作成の専用用紙を使用して下さい。専用用紙がない場合は、郵便局備え付けの払込用紙（振込用

紙）を使用してください。 

・払込人の郵便番号、住所、氏名を必ず記入してください。「払込取扱票」には、電話番号も記入してください。 

・受講申込書本票の裏面の振替払込受付証明書（お客さま用）貼付欄には、ゆうちょ銀行又は郵便局の受付日

附印のある「振替払込受付証明書（お客さま用）」を必ず貼付してください。（コピー可） 

申込書をダウンロードして利用する場合は、申込書二枚目に貼付して下さい。 

・ネットバンキングや他の金融機関から振り込む場合、領収書類が手元に残らないことがあります。その時には

貼付欄に「振込日」「金融機関名」などをメモ書きして下さい。 
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5．講習受講時における注意事項 

5－1．必ず携行するもの 

(1)受講票 

受講票は受講中、常に必要となりますので必ず持参してください。受講票の無い方は講習を受けることができ

ません。 

(2)筆記用具 

講義の中では、講師が重要項目を指摘しますので印を付けられるようにマーカーなどを用意して下さい。 

修了考査は、なるべく黒鉛筆（シャープペンも可）を使って下さい。修正できるよう消しゴムを用意して下さい。 

5－2．テキスト 

講習テキストは講習日当日に会場で配布します。なお、講義で使用したテキストは、修了考査において参照

が可能です。 

5－3．在席の確認 

講義及び修了考査の期間中に在席を確認します。また、講義時間中には離席等についても確認します。離

席していた場合には欠席扱いとなります。 

5－4．無線通信機器について 

講習会場での携帯電話等の無線通信機器の使用は禁止します。携行している場合には電源を切ってカバン

等にしまい自己管理してください。なお、修了考査時に、携帯電話を使用した場合には不正行為とみなされま

すので特に注意してください。 

5－5．講習会場における飲食及び喫煙について 

飲み物は会場外の自動販売機が利用できます。会場内では他の受講者の迷惑にならないように飲食して下

さい。また、喫煙については会場建物の外（１階部分）に灰皿を用意していますので利用できます。ここ以外での

喫煙は厳禁です。 

6．講習会場へのアクセスについて 

講習会場で自家用車等の駐車については、駐車場を確保してあります。しかし、渋滞などにより講義開始時

間に遅刻されますと欠席扱いとなりますので、車で来訪される場合は充分時間に余裕を持ってお越しください。

なお、公共交通機関を利用する場合は、H・P等で確認してください。 

 

7．個人情報の取り扱いについて 

収集した個人情報は、当センターの個人情報保護方針に基づき適正かつ安全に管理します。なお、詳細に

ついては、当センターのホームページをご覧ください。 

 

（http://kenchikushiencenter.jp/） 
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支　　部　　名 郵便番号 住　　　　　　所 電　　話 FAX

埼玉土建三郷支部 341-0032 三郷市谷中397 048(952)8461 048(952)8954

埼玉土建八潮支部 340-0816 八潮市中央2-29-8 048(997)4675 048(997)0843

埼玉土建草加支部 340-0002 草加市青柳6-16-1 048(931)2424 048(936)0825

埼玉土建越谷支部 343-0805 越谷市神明町2-35-1 048(969)3650 048(969)3651

埼玉土建吉川松伏支部 342-0005 吉川市川藤66-1 048(981)9841 048(984)1327

埼玉土建春日部支部 344-0062 春日部市粕壁東6-7-12 048(754)5837 048(752)7907

埼玉土建岩槻蓮田支部 339-0077 さいたま市岩槻区馬込951 048(756)4433 048(757)4422

埼玉土建宮代支部 345-0831 南埼玉郡宮代町須賀2244-3 0480(35)0350 0480(35)0395

埼玉土建久喜幸手支部 340-0217 久喜市鷲宮58-5 0480(59)3812 0480(59)3815

猿島土建一般労働組合 306-0214 茨城県古河市高野671-1 0280(23)4773 0280(93)0455

埼玉土建行田羽生支部 361-0017 行田市若小玉1536 048(553)2321 048(554)6053

埼玉土建加須支部 347-0017 加須市南篠崎2-2-5 0480(65)7114 0480(65)6569

埼玉土建川口鳩ヶ谷支部 333-0847 川口市芝中田2-47-23 048(262)8000 048(262)8046

埼玉土建蕨戸田支部 335-0023 戸田市本町3-8-13 048(444)7171 048(444)7172

埼玉土建さいたま南支部 336-0031 さいたま市南区鹿手袋6-18-7 048(86l)7111 048(866)4952

埼玉土建さいたま北支部 331-0811 さいたま市北区吉野町2-285-3 048(669)5277 048(669)5278

埼玉土建上尾伊奈支部 362-0003 上尾市菅谷295 048(773)9863 048(771)6836

埼玉土建中部支部 364-0025 北本市石戸宿1-217-2 048(593)3381 048(593)3382

埼玉土建朝志和支部 351-0007 朝霞市岡3-24-37 048(462)1303 048(463)7059

埼玉土建新座支部 352-0011 新座市野火止8-1-27 048(481)1200 048(477)9088

埼玉土建ふじみ野支部 354-0022 富士見市山室2-3-21 049(251)2540 049(254)6996

埼玉土建川越支部 350-0825 川越市月吉町４-6 049(224)2222 049(224)2299

埼玉土建坂戸支部 350-0214 坂戸市千代田1-1-25 049(281)8001 049(281)8004

埼玉土建東松山支部 355-0033 東松山市山崎町2-16 0493(23)3302 0493(23)3328

埼玉土建比企西部支部 355-0342 比企郡ときがわ町玉川923-4 0493(66)1120 0493(66)1140

埼玉土建所沢支部 359-1142 所沢市上新井1-45-11 04(2935)6311 04(2922)8300

埼玉土建入間支部 358-0033 入間市狭山台197-1 04(2934)2225 04(2935)1336

埼玉土建飯能日高支部 357-0005 飯能市原町142-5 042(974)0330 042(971)3287

埼玉土建狭山支部 350-1334 狭山市狭山32-14 04(2954)0402 04(2952)4747

埼玉土建熊谷支部 360-0833 熊谷市大字広瀬412-4 048(524)3333 048(524)3833

埼玉土建深谷寄居支部 369-1202 大里郡寄居町桜沢20-34 048(581)5000 048(580)1032

埼玉土建秩父支部 368-0004 秩父市山田1651-1 0494(21)1361 0494(21)1362

埼玉土建本庄支部 367-0206 本庄市児玉町共栄464-1 0495(73)1422 0495(73)1535

お問い合わせ・お申し込み先一覧表




